
国民健康保険税納税 通知書を送付します
国
民
健
康
保
険（
国
保
）制
度
は
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、加
入
者
の

皆
さ
ん
が
互
い
に
助
け
合
う
制
度
で
、国
の
社
会
保
障
制
度
の
一
環
で
す
。

令
和
5
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
額
が
決
定
し
、納
税
通
知
書
が
6
月
中
旬
に
発
送
さ
れ
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
単
位
で
計
算
さ
れ
、納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。

各
納
期
期
限
内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

低
所
得
者
に
対
す
る
軽
減

　
世
帯
の
総
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
は
均

等
割
額
と
平
等
割
額
を
7
割
・
5
割
・
2
割
と
三

段
階
に
軽
減
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

軽
減
に
お
け
る
注
意
事
項

◦ 

世
帯
の
加
入
者
の
中
に
未
申
告
者
が
い
る
場

合
は
、軽
減
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

◦ 

軽
減
判
定
に
は
、国
保
に
加
入
し
て
い
な
い

世
帯
主
の
所
得
も
含
み
ま
す
。

◦ 

国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
に
移
行
し
た
人

の
人
数
や
所
得
も
含
め
ま
す
。

国
保
税
の
変
更

　
次
の
場
合
、国
保
税
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す（
税
額
は
月
割
で
計
算
）。

◦ 

社
会
保
険
な
ど
へ
の
加
入
・
離
脱
に
よ
り
国

月
ま
で
の
月
割
で
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

雇
用
者
側
の
都
合
に
よ
り
失
業
し

た
被
保
険
者
の
保
険
税
の
軽
減

　
雇
用
者
側
の
都
合
に
よ
っ
て
や
む
を
え
ず
失

業
し
た
人（
非
自
発
的
失
業
者
）の
保
険
税
軽
減

制
度
の
対
象
と
な
る
人
に
つ
い
て
は
、ま
ず
前

年
の
給
与
所
得
を
1
0
0
分
の
30
と
み
な
す
こ

と
に
よ
り
当
該
保
険
税
軽
減
を
行
い
ま
す
。
こ

の
軽
減
を
受
け
る
に
は
必
ず
届
出
が
必
要
で
す
。

　「
非
自
発
的
失
業
者
」と
は
、雇
用
保
険
の「
特

定
受
給
資
格
者
」ま
た
は「
特
定
理
由
離
職
者
」

で
あ
っ
て
、雇
用
保
険
の
手
続
き
を
し
て
い
る

人
を
い
い
ま
す
。
失
業
者
と
は
求
職
活
動
を
し

て
い
る
人
と
し
て
い
る
た
め
、特
定
受
給
資
格

者
な
ど
に
該
当
し
て
い
て
も
、受
給
手
続
き
を

し
て
い
な
い
人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
対
象

者
か
ど
う
か
の
確
認
は「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」で
行
い
ま
す
。
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
の
第
1
面「
離
職
理
由
」欄
ま
た
は
、「
離
職
年

月
日 

理
由
」欄
に
次
の
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て

い
る
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、高
年

齢
受
給
資
格
者
と
特
例
受
給
資
格
者
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

（
特
定
受
給
資
格
者
）　
11・12・21・22・31・32

（
特
定
理
由
離
職
者
）　
23・33・34

● 

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か

保
の
資
格
を
取
得・喪
失
し
た
と
き
。

※ 

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
さ
れ
た
場
合
は
、須

恵
町
国
民
健
康
保
険
喪
失
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。

◦ 

出
生
・
死
亡
や
世
帯
合
併
・
分
離
な
ど
で
国
保

の
資
格
を
取
得・喪
失
し
た
と
き
。

◦ 

修
正
申
告
な
ど
に
よ
る
所
得
額
変
更
が
あ
っ

た
と
き
。

◦ 
40
歳
に
な
り
介
護
分
保
険
税
に
該
当
し
た
と
き
。

※ 
国
保
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
や
介
護
分
の

該
当
に
な
っ
た
と
き
は
、そ
の
取
得
月
か
ら
、

ま
た
、国
保
を
離
脱
し
た
と
き
は
離
脱
し
た

月
の
前
月
ま
で
で
月
割
計
算
し
ま
す
。

※ 

年
度
内
に
65
歳
に
な
る
人（
介
護
保
険
第
1

号
保
険
者
と
し
て
介
護
保
険
制
度
に
加
入
）

の
介
護
分
保
険
税
や
、
75
歳
に
な
る
人（
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
）の
国
保
税
は

あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
加
入
月
の
前
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国民健康保険税納税 通知書を送付します
ら
、そ
の
月
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
末
ま

で
が
対
象
期
間
で
す
。

※ 

離
職
後
は
任
意
継
続
を
選
択
し
、そ
の
後
国

保
に
加
入
し
た
場
合
で
も
、非
自
発
的
失
業

者
に
該
当
す
れ
ば
、軽
減
対
象
と
な
り
ま
す
。

※ 

軽
減
期
間
内
に
就
職
後
再
離
職
し
、再
度
国

保
に
加
入
し
た
と
き
は
、残
っ
て
い
る
軽
減

期
間
に
つ
い
て
国
保
税
の
軽
減
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
役
場
1
階 

住
民

課
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

8
月
か
ら
の
被
保
険
者
証
の
交
付

に
つ
い
て

　
8
月
1
日
以
降
有
効
の
被
保
険
者
証
を
世
帯

主
宛
に
7
月
中
旬
か
ら
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
へ

　
被
保
険
者
証
内
に「
2
割
」ま
た
は「
3
割
」の

表
記
が
あ
り
ま
す
。
70
歳
以
上
の
被
保
険
者
の

皆
さ
ん
は
、8
月
以
降
の
負
担
割
合
の
ご
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
負
担
割
合
は
、
令
和
4
年
中
の

所
得
に
よ
り
判
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

令和5年度から国民健康保険税の課税限度額と
保険税軽減基準所得が変わりました

問…問い合わせ先

　国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平の確保および中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、
令和5年度から国民健康保険税条例の一部を改正しました。
❶ 課税限度額の改正
　国民健康保険税の課税限度額が以下のとおり変更になりました。

【国民健康保険税課税限度額】　　（※介護分は40歳以上65歳未満の被保険者に課税されます。）
令和4年度（改正前） ⇒ 令和5年度（改正後） 変更内容

基礎課税額（医療分）   65万円 ⇒   65万円 変更なし
後期高齢者支援金等課税額（支援分）   20万円 ⇒   22万円 2万円増
介護納付金課税額（介護分）   17万円 ⇒   17万円 変更なし

計 102万円 ⇒ 104万円 2万円増
❷ 軽減基準所得の改正
　国民健康保険税の軽減基準所得額が下記のとおり変更になり、軽減がかかりやすくなりました。
　この「軽減」については申請不要ですが、世帯内に所得不明者がいる場合は適用されません。
　所得申告をしていない被保険者は、早めに申告してください。
●世帯の総所得金額等の合計が次の基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。

（変更後）
軽 減 割 合 基準となる軽減基準所得（擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額）
7 割 軽 減 43万円（基礎控除額）＋10万円×（給与所得者の数－1）以下
5 割 軽 減【43万円＋（29万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者の数－1）】以下
2 割 軽 減【43万円＋（53.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者の数－1）】以下

（変更前）
軽 減 割 合 基準となる軽減基準所得（擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額）
7 割 軽 減 43万円（基礎控除額）＋10万円×（給与所得者の数－1）以下
5 割 軽 減【43万円＋（28.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者の数－1）】以下
2 割 軽 減【43万円＋（52万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者の数－1）】以下
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国保からのお知らせ


